
朝日生命からのお願い

○転居、町名変更その他ご契約に関する諸手続き（名義変更、改姓、保険証券の紛失など）の場合

には、お手数ですが当社の担当者または「お客様サービスセンター」にすぐお知らせください。

○ご契約に関するご照会やご通知の際には保険証券の保険証券記号番号、保険契約者と被保険者の

お名前およびご住所を明記してください。

○ご契約をお引受けした際にお送りする保険証券およびお受取りいただいた領収証は大切に保管し

てください。

○諸手続きをされる場合には、お申出された方が保険金等の受取人、または保険契約者ご本人であ

ることを確認させていただいておりますので、ご本人であることを証明する書類（運転免許証、

健康保険証等）をご用意ください。

○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社の担当者または「お客様サービスセンター」

にお申出ください。

個人保険のご契約に関するご相談、お手続きのご案内などは、「お客様サービス
センター」へお問い合わせください。

○フリーダイヤル　 　
ナ イ ス ・ コミュニ（ケーション）

０１２０－７１４－５３２

受付時間：月曜日～金曜日　９：００～１７：００
　　　　　土曜日　９：００～１２：００、１３：００～１７：００（但し、祝日、１２月３１日～１月３日を除く）

○次の場合にもお客様サービスセンターへお問い合わせください。
　・ご契約に関するご照会　　・ご契約に関する苦情
　・告知に関するご照会　　　・店舗のご案内
○ご照会内容により、次の方からのお申出に限らせていただいております。
　・ご契約内容・諸手続きに関するご照会→保険契約者ご本人様
　・保険金等請求のご照会→保険契約者ご本人様または保険金等のお受取人様

指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は（社）生命保険協会です。
●（社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関
するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けし
ております。
（ホームページアドレス　http://www.seiho.or.jp/）
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を
経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険
相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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